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令和４年５月農業委員会定例総会議事録 

 

 令和４年４月農業委員会定例総会を令和４年５月３０日（月）午後３時から 

日向市役所 第１・２・３委員会室において開催する。 

 

 農業委員の出欠 

   出 席 委 員（１２名） 

        １番  股 野 満 男        ２番  細 川 豪 邦 

        ３番  黒 木 耕 作        ４番  治 田   健 

        ５番  那 須 成 章        ８番  甲 斐 英 教 

        ９番  山 本 孝 志       １０番  溝 口 秀 樹 

       １１番  海 野 善 文       １２番  寺 原   勝 

       １３番  安 藤 嘉 弥       １４番  田 原 千 春 

   欠 席 委 員  

６番  鈴 野 淺 夫        ７番  松 木 親 則 

 

農地利用最適化推進委員の出席者 

   出 席 委 員（１６名） 

       １５番  黒 木 藤 市       １６番  黒 木 豊 喜 

       １７番  黒 木 幸 義       １８番  野 田 正 明 

       １９番  黒 木 眞壽美       ２０番  佐 藤   力 

       ２１番  菊 田 泰 徳       ２２番  山 口 佐知男 

       ２３番  安 藤 政 廣       ２４番  児 玉 恭 司 

       ２５番  直 野 廣 義       ２６番  黒 木 和 男 

       ２７番  黒 木 義 行       ２８番  赤 木   康 

       ２９番  矢 野 陸 男       ３０番  橋 口   泉 

事務局出席者 

市長部局出席者 

 

 

事 務 局 長 黒 木 秀 樹 農 地 係 長 柏 田 高 宏 

主 任 主 事 黒 木 信 介 主 任 主 事 井 本   彩 

農 業 畜 産 課  
主 事 寺 尾 元 亨   
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日程第１ 議事録署名者の指名 

     ３番  １０番 

 

日程第２ 議案第３９号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

議案第４０号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による利用権設定に係

る農業委員会の決定について 

議案第４１号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による所有権移転に係

る農業委員会の決定について 

議案第４２号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農地中間管理 

事業に係る農業委員会の決定について 

議案第４３号 非農地証明願いについて 

議案第４４号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見書について 

報告第２２号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出について 

報告第２３号 取下書について 

報告第２４号 農地中間管理事業に伴う配分計画について 

報告第２５号 農地転用許可申請後の許可状況報告について 

その他 
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以上、会議の顛末を記し、記録に相違ないことを認めここに署名する 

 

 

        会  長           印 

 

 

        ３  番           印 

 

 

        １０ 番           印 
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議事録 

開 会  午後３時００分 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

１５番委員 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

それでは、ただいまから令和４年日向市農業委員会５月定例総会を開会しま

す。なお、いつもお願いしておりますが、携帯電話のマナーモードに設定して

ください。また、発言される際は議席番号言ってから発言してください。議事

録作成に支障をきたしますのでよろしくお願いします。 

それでは、日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

議事録署名に３番黒木耕作委員、１０番溝口秀樹委員を指名します。 

よろしくお願いします。 

次に議案審議に入ります。 

まず議案第３９号農地法第４条第１項の規定による許可申請についてでありま

す。それでは事務局に説明をお願いします。 

 

受付番号６番、土地の所在地塩見、地目が田、登記面積は５３０㎡、他１筆

で田の合計が１，２２０㎡です。 

転用目的に盛土とありますように、隣接する申請人所有の農地と高さを均一

にするため１ｍほどの造成を行い、一時転用後は畑として有効活用する計画を

されております。 

申請地は、農業振興地域の農用地区域に該当しますが、日向市農業振興地域

整備計画上の支障がない旨、日向市長より回答を得ており、不許可の例外規定

に該当しております。農地法第４条第１項の規定に基づき申請されるもので、

周辺農地への影響はないものと考えられます。 

以上１件、皆様のご審議をお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

それでは番号６担当の１５番委員から補足があれば説明をお願いします。 

 

はい１５番委員です。 

特に問題ないと思います。 

 

ありがとうございました。 

それではただいま説明がありました案件につきまして、他に質問等はござい

ませんでしょうか。 

無いようですのでお諮りします。 

賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

ありがとうございました。 

全員賛成ですので原案の通りとします。 

次に議案第４０号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による利用

権設定に係る農業委員会の決定についてであります。 

それでは事務局に説明をお願いします。 

 

受付番号６、利用権設定をする土地、財光寺、地目が田、地積が４９５㎡他

１筆で合計が９９０㎡となっております。 

利用権の種類は、賃貸借権の設定で期間は令和４年６月１日から５年間とな
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

８番委員 

 

 

２４番委員 

 

 

議長 

 

 

 

 

２８番委員 

っております。主に水稲作付されるということで、賃金は１反あたり３０㎏の

物納となっております。 

利用権の設定を受ける者は、現在１１,８５６㎡を経営されておりまして、主

に施設野菜および水稲を経営されている認定農業者です。家族数は３名、稼働

力は２名とこちら新規での案件となっております。 

続きまして 7 番と 8 番は利用権の設定を受ける者が同じ方なので一括してご

説明します。まず 7 番、土地の所在地は平岩、地目は田、地積は３,０４６㎡で

す。利用権の設定は、賃貸借権、設定期間が令和４年６月１日から１０年間で

賃金が４０,０００円となっております。 

受付番号８番、土地の所在地が平岩、地目が田、地積が２,５４７㎡、利用権

の種類は、賃貸借権の設定で、期間が令和４年６月１日から１０年間となって

おります。こちら賃金が５０,０００円となっております。利用権の設定を受け

る者は、現在９,９２５㎡を経常されておりまして、畜産及び施設園芸を営む認

定農業者となっております。家族数と稼働力は４名となっておりまして、こち

らは以前も契約をされておりまして、その更新となっております。 

続きまして、受付番号９利用権の設定をする土地が財光寺、地目が畑、地積

は１,０３８㎡、他３筆で畑の合計が３,７２１㎡となっております。利用権の

種類は使用貸借権の設定で、期間は令和４年６月１日から６年間となっており

ます。主に飼料作を作付されると伺っております。利用権の設定を受ける者は

現在７,６８７㎡を経常されておりまして、畜産業を営む専業農家です。家族数

は１名、稼動力１名となっておりまして、こちらは新規での契約となっており

ます。 

続きまして受付番号１０番、利用権を設定する土地が、東郷町坪谷、地目が

田、地積が２,２８８㎡、他田が１筆で計４,３５５㎡、畑が１筆で６９２㎡と

なっております。利用権設定で、期間は令和４年６月１日から５年間となって

おります。WCS を作付されるということで、賃金が１反あたり５,０００円とな

っております。利用権の設定を受ける者は専業農家ですが、市外の方で、この

方の自宅から農地まで、車で 1 時間を少し超えています。しかし、これまでも

東郷町に農地を借り受けてまして、こちらの農地につきましても、十分通って

耕作できるということで、今回の申請につきましても作付できると申請を受理

させていただきました。経営面積は現在１１,０００㎡経営で、家族数は１名、

稼働力は１名で新規での設定となっております。 

以上５件、皆様のご審議をお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

それでは番号６から番号９担当の８番委員および２４番委員から補足があれ

ば説明をお願いします。 

 

８番委員です。 

問題ありません。 

 

２４番委員です。 

問題ありません。 

 

はい、ありがとうございました。 

それではただいま説明のありました案件につきまして、他に質疑等はござい

ませんでしょうか。 

はいどうぞ。 

 

２８番委員です。この９番の案件ですが、２月の総会であっせん委員は、２



記     録 

－７－ 

２８番委員 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

１７番員 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

８番員と４番員が担当となったのですが、利用権を受ける者から事務局へ相談

があり、このようになったということです。 

この土地は、１０年間ぐらい休耕しており荒れてますので、現場としては作

ってもらって助かっております。以上です。 

 

ありがとうございました。 

他にございませんでしょうか。 

ないようですのでお諮りします。 

賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

ありがとうございました。 

全員賛成ですので原案の通りとします。 

次に議案第４１号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による所有

権移転に係る農業委員会の決定についてであります。 

それでは事務局に説明をお願いします。 

 

番号１４番、所有権を移転する土地、美々津町、地目は畑、地積は１７㎡他

１筆で畑の合計が６６４㎡です。移転時期は、令和４年６月１日となっており

ます。 

こちらは親族間の贈与による所有権移転でして、所有権の移転を受ける者

は、主に畜産業を営む認定農業者です。家族数は３名、稼働力は３名となって

おります。 

以上１件、皆様のご審議をお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

それでは番号１４番担当の１７番委員から補足があれば説明をお願いしま

す。 

 

はい、１７番委員です。 

特に問題ありません。 

 

ありがとうございました。 

それではただいま説明がありました案件につきまして、他に質問等ございま

せんでしょうか。 

ないようですのでお諮りします。 

賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

ありがとうございました。 

全員賛成ですので原案の通りとします。 

次に議案第４２号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農地

中間管理事業に係る農業委員会の決定についてであります。それでは、番号３

１番を除いて、事務局に説明をお願いします。  
 

番号２９番の利用権を設定する土地、塩見、地目が田、地積は１,１８５㎡で

す。 

要件の種類は賃貸借権設定期間が令和４年７月１日から２０年間となっており
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

ます。 

続きまして、受付番号３０番、利用権を設定する土地、塩見、地目は畑、地

積は９９２㎡です。利用権の種類は賃貸借権設定となっておりまして、同じく

同年 7 月 1 日から２０年間貸し付けをする予定です。こちら、この後にまた別

の方に同じ条件で配分をされる予定ですので、そちらにつきましては報告第２

４号別紙をご覧ください。 

以上２件、皆様のご審議をお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

ただいま説明のありました案件につきまして、質問等はございませんでしょ

うか。他にないようですのでお諮りします。 

賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

ありがとうございました。 

全員賛成ですので、原案の通りとします。 

それではここで一旦休憩をいたします。 

 

（休憩） 

 

再開します。 

それでは受付番号３１号について事務局より説明をお願いします。 

 

番号３１、利用権設定をする土地美々津町、地目が畑、地積は４,０００㎡とな

っております。利用権の種類は、賃貸借権設定で期間が令和４年７月１日から

１５年間となっております。賃金は６８,０００円となっておりまして、こちら

新規での設定です。こちらもこの後、同じ条件で別の方に配分をされる予定で

す。そちらにつきましては、同じく報告第２４号の別紙をご覧ください。 

以上１件、皆様のご審議をお願いいたします。 

 

それでは説明のありました案件につきまして、質問等ございませんでしょう

か。 

ないようですので、お諮りします。 

賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

ありがとうございました。 

全員賛成ですので原案の通りとします。 

ここで一旦休憩いたします。 

 

（休憩） 

 

それでは再開します。 

次に議案第４３号、非農地証明願いについてであります。 

それでは事務局に説明をお願いします。 

 

受付番号１２番、土地の所在地東郷町下三ケ、登記地目が田他１０筆で田の

合計が２,３４１㎡、畑が４筆で３,０３６㎡となっております。現況地目は全
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事務局 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

５番委員 

 

 

２２番委員 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

農業畜産課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

て山林とありますように、担当委員さんと事務局で現地調査に行ってまいりま

したが、確かに１０年以上耕作放棄地であり、農地として使用することが困難

な土地であるということを確認してまいりました。 

以上１件、皆様のご審議をお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

それでは番号１２担当の５番および２２番委員から補足があれば説明をお願

いします。 

 

はい、５番委員です。 

特に問題はないと思います。 

 

２２番委員です。 

特に問題ないと思います。 

 

ありがとうございました。 

それではただいま説明がありました案件につきまして、他に質問等はござい

ませんでしょうか。 

ないようですのでお諮りします。 

賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

ありがとうございました。 

全員賛成ですので、原案の通りとします。 

次に議案第４４号農業振興地域整備計画の変更に係る意見書についてであり

ます。それでは事務局に説明をお願いします。 

 

こんにちは。今年度より農振地域の担当になりました農業畜産課の寺尾と申し

ます。よろしくお願いします。 

３件案件がございます。 

いずれの案件につきましても、先月皆様にご審議いただいた非農地証明を受

けての除外となっております。 

案件番号１につきましては、平岩鹿場です。 

案件番号２、３については富高となっております。当計画の変更については

資料につけている計画図の変更前と変更後をご覧いただければ分かる形となっ

ておりますのでご覧ください。簡単でありますが、皆様にご審議いただければ

と思いますよろしくお願いします。 

 

はい、ありがとうございました。 

ただいま説明のありました案件につきまして、質問等ございませんでしょう

か。 

一旦休憩します。 

 

（休憩） 

それでは、再開します。 

ただいまの説明で、皆さん何か質問がございましたら、それではないようで

すのでお諮りします。 

賛成の方は挙手をお願いします。はいありがとうございました。 
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－１０－ 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成ですので原案の通りとします。以上をもちまして議案の審議を終了

いたします。 

 

続きまして報告第２２号から報告第２５号について、事務局長から報告をお

願いします。 

 

それでは、日向市農業委員会事務局規程による受理通知書の交付について、

ご報告申し上げます。 

先ず、報告第２２号、農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出

についてであります。議案書では２４ページです。 

届出の件数は９件、土地は田２筆、畑８筆で面積は、４，１４６㎡でありま

す。転用目的につきましては、住宅、店舗、資材置き場であります。 

次に、報告第２３号、取下書についてであります。議案書では２９ページで

す。届出の件数は５件であります。 

次に、報告第２４号、農地中間管理事業に伴う農地配分計画についてであり

ます。議案書では３５ページです。市農業畜産課から提供された情報でありま

す。２件、田２筆で２，３９２㎡、畑２筆で４，９９２㎡の農地配分が行われ

ております。詳細につきましては、報告第２４号別紙をご覧ください。 

最後に、報告第２５号、農地転用許可申請後の許可状況報告についてであり

ます。議案書では５１ページです。 

３月の定例総会にて可決した４条申請２件と５条申請２件が県知事許可され

ています。 

以上ご報告申し上げます。 

 

ありがとうございました。 

それではただいまの報告につきまして、ご意見、ご質問等はございませんで

しょうか。 

質問等もないようですので、これをもちまして全ての会議の日程を終了しま

すとともに、議長の任を解かせていただきます。ご協力ありがとうございまし

た。 

 

 

 


